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水
道
メ
ー
タ
ー
（
量
水
器
）
は

「
計
量
法
」
に
よ
り
、
そ
の
有
効

期
間
が
８
年
と
定
め
ら
れ
て
い
る

た
め
、
市
で
は
有
効
期
間
の
満
了

前
に
、
新
し
い
水
道
メ
ー
タ
ー
に

交
換
し
ま
す
。

交
換
対
象
　
平
成
18
年
に
製
造
さ

れ
た
メ
ー
タ
ー(

一
部
平
成
1９
年

製
含
む)

交
換
期
間
　
６
月
下
旬
～
11
月
上

旬メ
ー
タ
ー
交
換
に
当
た
っ
て

・
６
月
１
日
現
在
で
、対
象
の
メ
ー

タ
ー
（
閉
栓
中
も
含
む
）
を
設

置
中
の
方
に
は
、
事
前
に
は
が

き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・
メ
ー
タ
ー
の
交
換
費
用
は
市
が

負
担
し
ま
す
の
で
、
お
客
様
へ

の
費
用
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
メ
ー
タ
ー
交
換
と
併

せ
て
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
修

繕
な
ど
の
別
工
事
を
依
頼
さ
れ

た
場
合
は
、
お
客
様
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

・
メ
ー
タ
ー
交
換
は
市
が
委
託
し

た
水
道
工
事
業
者
が
行
い
ま
す

の
で
、
交
換
作
業
時
の
敷
地
へ

の
立
ち
入
り
に
つ
い
て
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
解
く
だ
さ
い
。
な

お
、
ご
不
在
の
場
合
で
も
交
換

作
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

交
換
時
は
一
時
断
水
と
な
り
ま

す
の
で
、
都
合
が
悪
い
場
合
は

日
時
な
ど
を
水
道
工
事
業
者
と

打
ち
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
交
換
工
事
後
、
メ
ー
タ
ー
付
近

か
ら
漏
水
な
ど
を
発
見
し
た
場

合
は
、
上
下
水
道
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物

を
置
い
た
り
、
駐
車
し
な
い
よ

う
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

漏
水
の
早
期
発
見
の
た
め
に

　
敷
地
内
に
あ
る
水
道
管
は
原
則

と
し
て
、
お
客
様
に
管
理
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
水
道
メ
ー
タ
ー
よ
り
宅
地
側
で

漏
水
し
て
い
る
場
合
、
水
道
メ
ー

タ
ー
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
次
の
順
序
で
月
に
一
度

は
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
宅
内
の
蛇
口
な
ど
を
全
て
閉
め

て
く
だ
さ
い
。

②
量
水
器
の
ふ
た
を
開
け
、
水
道

メ
ー
タ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

③
銀
色
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が

回
っ
て
い
れ
ば
、
漏
水
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

水道

水
道
メ
ー
タ
ー
の

　
漏
水
し
て
い
る
場
合
は
、
市
指

定
工
事
店
へ
修
理
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
際
の
修
理
費
用
は

お
客
様
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。

（「
く
ら
し
の
便
利
帳
」
お
よ
び

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
指
定

工
事
店
一
覧
表
を
掲
載
し
て
あ

り
ま
す
）

　
な
お
、
土
の
中
な
ど
、
目
に
見

え
な
い
場
所
で
の
漏
水
に
対
し
て

は
、
料
金
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま

す
が
、
水
道
料
金
は
原
則
と
し
て
、

「
漏
水
し
た
料
金
の
半
分
は
お
客

様
負
担
」
と
な
り
ま
す
。（
下
水

道
使
用
料
な
ど
は
例
外
あ
り
）

※
漏
水
箇
所
が
ボ
イ
ラ
ー
、
温
水

器
、
給
湯
設
備
な
ど
の
場
合
、

市
指
定
工
事
店
ま
た
は
器
具
を

取
り
付
け
た
業
者
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。（
原
則
と
し
て
、料
金

の
軽
減
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課
上
水
道
係
・
営
業
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
８
２
・

２
８
４
）

▲銀色のパイロット

実施

私
の
提
言

　
市
政
に
対
す
る
建
設
的
な
ご
提

言
を
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
直
接
お

聴
き
す
る
事
業
「
私
の
提
言
」
を

実
施
し
ま
す
。
お
寄
せ
い
た
だ
い

た
ご
提
言
は
市
長
が
直
接
拝
見

し
、
お
返
事
を
差
し
上
げ
る
と
と

も
に
、
市
政
運
営
に
反
映
す
る
よ

う
努
め
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
ご
提
言
に
対
す
る
お
返

事
は
、
受
け
付
け
を
し
て
か
ら
２

週
間
程
度
と
し
て
い
ま
す
が
、
内

容
に
よ
っ
て
は
担
当
課
で
調
査
、

検
討
を
行
い
、
関
係
部
署
と
調
整

さ
せ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
、

お
返
事
を
差
し
上
げ
る
ま
で
に
時

間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

受
け
付
け
期
限
　
平
成
27
年
３
月

31
日

提
出
方
法

⑴
郵
送
　
本
紙
に
挟
み
込
ん
で
あ

る
用
紙
に
ご
記
入
の
上
、
切
手
を

貼
ら
ず
に
郵
便
ポ
ス
ト
へ
投と

う
か
ん函

し

て
く
だ
さ
い
。

⑵
フ
ァ
ク
ス
　
用
紙
の
様
式
は
定

め
ま
せ
ん
が
、
で
き
る
だ
け
挟
み

込
ん
で
あ
る
用
紙
を
利
用
し
、

フ
ァ
ク
ス
（
�
０
３
４
９
）
で
お

送
り
く
だ
さ
い
。

⑶
電
子
申
請
　
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w.city.

nakano.nagano.jp/

）
か
ら
「
な

が
の
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
の

ペ
ー
ジ
へ
移
動
し
、
必
要
事
項
を

入
力
の
上
、
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

用
紙
の
設
置
場
所　

市
役
所
総
合

案
内
、
豊
田
支
所
地
域
振
興
課
、

中
央
・
北
部
・
西
部
・
豊
田
公
民

館
、
永
田
窓
口
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

そ
の
他
　
寄
せ
ら
れ
た
内
容
は
、

個
人
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
し

た
上
で
、
広
報
紙
や
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先

が
未
記
入
で
あ
っ
た
り
、
特
定
の

市
民
・
団
体
な
ど
へ
の
中
傷
的
な

も
の
は
、
原
則
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

庶
務
課
秘
書
広
報
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
１
２
）

一
斉
交
換
を
行
い
ま
す



   

住
宅
改
修
を
す
る
と
き
は

   

事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
　

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
が
、
住
宅
の
生
活
環

境
を
整
え
る
た
め
に
住
宅
改
修

（
手
す
り
の
取
り
付
け
・
段
差
の

解
消
な
ど
）
を
行
う
場
合
、
改
修

費
用
の
９
割
が
介
護
保
険
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。

利
用
限
度
額　

要
支
援
・
要
介
護

者
の
住
宅
に
対
し
、
介
護
保
険
受

給
者
１
人
当
た
り
生
涯
に
20
万
円

（
１
割
は
自
己
負
担
。
最
高
18
万

円
）
ま
で
で
す
。
利
用
限
度
額
を

超
え
た
額
は
、
全
額
自
己
負
担
と

な
り
ま
す
。

※
転
居
し
た
場
合
や
要
介
護
度
が

最
初
の
改
修
よ
り
３
段
階
以
上

高
く
な
っ
た
場
合
は
、
再
度
、

最
高
18
万
円
ま
で
住
宅
改
修
費

の
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
工
事
着
工
予
定
日
の
２
週
間
前

ま
で
に
事
前
申
請
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
工
事
完
了
後
は
、

必
要
書
類
を
市
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ご
不
明
な
点
は
、高
齢
者
支

援
課
ま
た
は
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係
（
中

野
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
６
５
）

２１ ２０１4．６広報なかの

更新

▼利用者負担段階

第１
段階

本人および世帯全員が市民税非
課税で、老齢福祉年金・生活保
護の受給者の方

第２
段階

本人および世帯全員が市民税非
課税で、合計所得額と課税年金
収入額合計が 80 万円以下の方

第３
段階

本人および世帯全員が市民税非
課税で、合計所得額と課税年金
収入額合計が 80 万円を超える方

第４
段階

本人が市民税を課税されている方
または本人は市民税非課税で世
帯内に市民税課税者がいる方

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
の

更
新
時
期
で
す

　
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の

方
は
、
所
得
な
ど
に
応
じ
て
介
護

保
険
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護

療
養
型
医
療
施
設
）
に
お
け
る
食

費
・
居
住
費
の
自
己
負
担
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
（
通
所
系
サ
ー
ビ

ス
は
除
き
ま
す
）

　
自
己
負
担
額
の
軽
減
を
受
け
る

際
は
、
市
へ
申
請
し
、
負
担
限
度

額
の
認
定
を
受
け
て
い
た
だ
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

対
象
期
間
　
市
民
税
額
確
定
後
の

７
月
か
ら
翌
年
７
月
末
日
ま
で

申
請
方
法
　
６
月
中
旬
ご
ろ
、
更

新
対
象
と
な
る
方
に
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
６
月
30
日
㈪
ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
新
た
に
対
象
と
な
る
方
は
、

年
度
途
中
で
も
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。

対
象
者
　
左
表
の
利
用
者
負
担
第

１
～
第
３
段
階
に
該
当
す
る
方
。

　
第
４
段
階
の
方
は
負
担
軽
減
の

対
象
外
で
す
が
、
高
齢
夫
婦
世
帯

で
一
方
が
施
設
に
入
所
し
、
居
住

費
・
食
費
の
負
担
で
生
計
が
困
難

に
な
る
な
ど
一
定
要
件
を
満
た

し
、
申
請
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
方

は
、
第
３
段
階
と
同
様
の
「
特
例

減
額
措
置
」
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利

用
は
特
例
減
額
措
置
の
適
用
外
と

な
り
ま
す
。

元気もりもり！健康体操
　皆さん、毎日運動しているでしょうか。運動不足は生活習慣病のリスクを高める要因の一つです。
　このコーナーでは、手軽にできて毎日続けられそうな運動を紹介していきます。
　今回は「立つ、歩く、階段の上り下り」に欠かせない部分の筋肉を、寝た状態で鍛えることができるト
レーニングです。各 10 回ずつ、休憩を挟んで２～３セットを目標に、毎日行いましょう。

足上げ運動
効果部位：太ももの前、足の付け根
①片足を ９０ 度に曲げ、一方

の足を伸ばしたままゆっく
りと持ち上げましょう。

※ ９０ 度に曲げた膝よりも上
げないように注意します。

②ゆっくりと足を下ろし、元
の体勢に戻ります。

※足を床につけないようにす
ると負荷が上がります。

健康

腰上げ運動
効果部位：腰、お尻、太ももの後ろ
①膝を曲げ、肩・腰・膝が真っ

すぐになるよう、腰をゆっ
くり持ち上げます。

※腰が反り過ぎないように注
意します。

②ゆっくりと腰を下ろし、元
の体勢に戻ります。

※お尻を床につけないように
すると負荷が上がります。

ゆっくり上げる

ゆっくり下げる

ゆっくり上げる

ゆっくり下げる

「健康長寿のまち中野市」を目指して

※監修 フィットネスクラブ エフバイエー中野 健康運動指導士


